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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 12月 7日 (2006.12.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　
　
　

　

　
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　

　 　 【 請 求 項 ３ 】 　

　 　 　

　 　 　

　 　 　
　
　
　
　
　
　 　 　

　 　 　

　 　 　

ス ト ロ ボ 発 光 手 段 と 、
露 光 量 を 決 定 す る た め の 露 光 量 決 定 手 段 と 、
上 記 ス ト ロ ボ 発 光 手 段 に よ る 、 ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 に 応 じ て 、 上 記 露 光 量 を マ イ ナ ス

補 正 す る た め の 露 光 量 補 正 手 段 と 、
上 記 露 光 量 補 正 手 段 の 出 力 に 応 じ て 補 正 の な さ れ た 露 光 量 に 応 じ て 露 光 制 御 を 行 う 露 光

制 御 手 段 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ 。

上 記 露 光 量 補 正 手 段 は 、 被 写 体 距 離 と ス ト ロ ボ 最 大 発 光 量 よ り 上 記 ス
ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 を 求 め る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の カ メ ラ 。

上 記 露 光 量 補 正 手 段 は 、 予 め 定 め ら れ た 所 定 の 上 限 値 を 超 え な い 範 囲
内 で 、 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の カ メ ラ 。

【 請 求 項 ４ 】 上 記 露 光 量 補 正 手 段 は 、 上 記 ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 が 所 定 の 量 よ り 小
さ い 時 に は 、 そ の ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 が 大 き く な る に 従 っ て 、 上 記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補
正 値 を 大 き く す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の カ メ ラ 。

【 請 求 項 ５ 】 上 記 露 光 量 補 正 手 段 は 、 被 写 体 が 逆 光 状 態 で あ る と 判 定 さ れ た 際 に 上
記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の カ メ ラ 。

【 請 求 項 ６ 】 カ メ ラ の 露 出 制 御 の 方 法 で あ っ て 、
露 光 量 を 決 定 し 、
ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 を 求 め 、
上 記 不 足 量 に 応 じ て 上 記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 を 行 い 、
上 記 マ イ ナ ス 補 正 の な さ れ た 露 光 量 に 応 じ て 露 光 制 御 を 行 う 、
こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ の 露 出 制 御 の 方 法 。

【 請 求 項 ７ 】 被 写 体 距 離 と ス ト ロ ボ 最 大 発 光 量 よ り 上 記 ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 を 求
め る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の カ メ ラ の 露 出 制 御 の 方 法 。

【 請 求 項 ８ 】 上 記 マ イ ナ ス 補 正 は 、 予 め 定 め ら れ た 所 定 の 上 限 値 を 超 え な い 範 囲 内
で 、 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 を す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の カ メ ラ の 露 出 制 御 の
方 法 。

【 請 求 項 ９ 】 上 記 マ イ ナ ス 補 正 は 、 上 記 ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 が 所 定 の 量 よ り 小 さ



　 　 　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ １ 】
　 　 【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
　 本 発 明 は 、 の 効 果 を 良 好 と す る た め の 工 夫 が
な さ れ た カ メ ラ の 露 光 量 制 御 装 置 に 関 す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 問 題 に 鑑 み て な さ れ た も の で 、 そ の 目 的 と す る と こ ろ は 、

に あ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ９ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 の 第 １ の 態 様 で は 、

が 提 供 さ れ る 。 第 ２ の 態 様 で は 、 第 １ の 態 様 に お い て 、

が 提 供 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 第 ３ の 態 様 で は 、 第 １ の 態 様 に お い て 、

が 提 供 さ
れ る 。
　

が 提 供 さ れ る 。
　

が 提 供 さ れ
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い 時 に は 、 そ の ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 が 大 き く な る に 従 っ て 、 上 記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正
の 値 を 大 き く す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の カ メ ラ の 露 出 制 御 の 方 法 。

【 請 求 項 １ ０ 】 上 記 マ イ ナ ス 補 正 は 、 被 写 体 が 逆 光 状 態 で あ る と 判 定 さ れ た 際 に 上
記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の カ メ ラ の 露 出 制 御 の 方
法 。

日 中 シ ン ク ロ 撮 影 を す る 際 に ス ト ロ ボ 発 光

カ メ ラ に お い
て 効 果 的 な 「 日 中 シ ン ク ロ 撮 影 」 を 実 現 す る こ と

ス ト ロ ボ 発 光 手 段 と 、 露 光 量 を
決 定 す る た め の 露 光 量 決 定 手 段 と 、 上 記 ス ト ロ ボ 発 光 手 段 に よ る 、 ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量
に 応 じ て 、 上 記 露 光 量 を マ イ ナ ス 補 正 す る た め の 露 光 量 補 正 手 段 と 、 上 記 露 光 量 補 正 手 段
の 出 力 に 応 じ て 補 正 の な さ れ た 露 光 量 に 応 じ て 露 光 制 御 を 行 う 露 光 制 御 手 段 と 、 を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ 上 記 露 光
量 補 正 手 段 は 、 被 写 体 距 離 と ス ト ロ ボ 最 大 発 光 量 よ り 上 記 ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 を 求 め る
こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ

上 記 露 光 量 補 正 手 段 は 、 予 め 定 め ら れ た 所 定 の
上 限 値 を 超 え な い 範 囲 内 で 、 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 す る こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ

第 ４ の 態 様 で は 、 第 １ の 態 様 に お い て 、 上 記 露 光 量 補 正 手 段 は 、 上 記 ス ト ロ ボ 発 光 の 不
足 量 が 所 定 の 量 よ り 小 さ い 時 に は 、 そ の ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 が 大 き く な る に 従 っ て 、 上
記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 値 を 大 き く す る こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ

第 ５ の 態 様 で は 、 第 １ の 態 様 に お い て 、 上 記 露 光 量 補 正 手 段 は 、 被 写 体 が 逆 光 状 態 で あ
る と 判 定 さ れ た 際 に 上 記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 を 行 う こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ



る 。
　

　

　

　

　

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 上 記 第 １ 乃 至 第 の 態 様 に よ れ ば 以 下 の 作 用 が 奏 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 即 ち 、 本 発 明 の 第 １ の 態 様 で は 、 ス ト ロ ボ 発 光 手 段 に よ り ス ト ロ ボ 光 が 発 光 さ れ 、

【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 第 ２ の 態 様 で は 、 第 １ の 態 様 に お い て 、

【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 第 ３ の 態 様 で は 、 第 １ の 態 様 に お い て 、
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第 ６ の 態 様 で は 、 カ メ ラ の 露 出 制 御 の 方 法 で あ っ て 、 露 光 量 を 決 定 し 、 ス ト ロ ボ 発 光 の
不 足 量 を 求 め 、 上 記 不 足 量 に 応 じ て 上 記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 を 行 い 、 上 記 マ イ ナ ス 補 正
の な さ れ た 露 光 量 に 応 じ て 露 光 制 御 を 行 う 、 こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ の 露 出 制 御 の 方 法 が
提 供 さ れ る 。

第 ７ の 態 様 で は 、 第 ６ の 態 様 に お い て 、 被 写 体 距 離 と ス ト ロ ボ 最 大 発 光 量 よ り 上 記 ス ト
ロ ボ 発 光 の 不 足 量 を 求 め る こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ の 露 出 制 御 の 方 法 が 提 供 さ れ る 。

第 ８ の 態 様 で は 、 第 ６ の 態 様 に お い て 、 上 記 マ イ ナ ス 補 正 は 、 予 め 定 め ら れ た 所 定 の 上
限 値 を 超 え な い 範 囲 内 で 、 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 す る こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ の 露 出 制 御
の 方 法 が 提 供 さ れ る 。

第 ９ の 態 様 で は 、 第 ６ の 態 様 に お い て 、 上 記 マ イ ナ ス 補 正 は 、 上 記 ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足
量 が 所 定 の 量 よ り 小 さ い 時 に は 、 そ の ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 が 大 き く な る に 従 っ て 、 上 記
露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 の 値 を 大 き く す る こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ の 露 出 制 御 の 方 法 が 提 供
さ れ る 。

第 １ ０ の 態 様 で は 、 第 ６ の 態 様 に お い て 、 上 記 マ イ ナ ス 補 正 は 、 被 写 体 が 逆 光 状 態 で あ
る と 判 定 さ れ た 際 に 上 記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 を 行 う こ と を 特 徴 と す る カ メ ラ の 露 出 制 御
の 方 法 が 提 供 さ れ る 。

１ ０

露 光
量 決 定 手 段 に よ り 露 光 量 が 決 定 さ れ 、 露 光 量 補 正 手 段 に よ り ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 に 応 じ
て 上 記 露 光 量 が マ イ ナ ス 補 正 さ れ 、 露 光 制 御 手 段 に よ り 上 記 露 光 量 補 正 手 段 の 出 力 に 応 じ
て 補 正 の な さ れ た 露 光 量 に 応 じ て 露 光 制 御 が 行 わ れ る 。

上 記 露 光 量 補 正 手 段 に よ り 、 被 写 体 距 離 と ス ト
ロ ボ 最 大 発 光 量 よ り 上 記 ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 が 求 め ら れ る 。

上 記 露 光 量 補 正 手 段 に よ り 、 予 め 定 め ら れ た 所
定 の 上 限 値 を 超 え な い 範 囲 内 で 、 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 が な さ れ る 。



　

　

　

　

　

　

　

【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ９ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ９ ５ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 以 上 詳 述 し た よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、

が で き る 。
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第 ４ の 態 様 で は 、 第 １ の 態 様 に お い て 、 上 記 露 光 量 補 正 手 段 に よ り 、 上 記 ス ト ロ ボ 発 光
の 不 足 量 が 所 定 の 量 よ り 小 さ い 時 に は 、 そ の ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 が 大 き く な る に 従 っ て
、 上 記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 値 が 大 き く さ れ る 。

第 ５ の 態 様 で は 、 第 １ の 態 様 に お い て 、 被 写 体 が 逆 光 状 態 で あ る と 判 定 さ れ た 際 に 、 上
記 露 光 量 補 正 手 段 に よ り 上 記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 が 行 わ れ る 。

第 ６ の 態 様 で は 、 露 光 量 が 決 定 さ れ 、 ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 が 求 め ら れ 、 上 記 不 足 量 に
応 じ て 上 記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 が 行 わ れ 、 上 記 マ イ ナ ス 補 正 の な さ れ た 露 光 量 に 応 じ て
露 光 制 御 が 行 わ れ る 。

第 ７ の 態 様 で は 、 第 ６ の 態 様 で あ っ て 、 被 写 体 距 離 と ス ト ロ ボ 最 大 発 光 量 よ り 上 記 ス ト
ロ ボ 発 光 の 不 足 量 が 求 め ら れ る 。

第 ８ の 態 様 で は 、 第 ６ の 態 様 で あ っ て 、 上 記 マ イ ナ ス 補 正 は 、 予 め 定 め ら れ た 所 定 の 上
限 値 を 超 え な い 範 囲 内 で 、 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 が な さ れ る 。

第 ９ の 態 様 で は 、 第 ６ の 態 様 で あ っ て 、 上 記 マ イ ナ ス 補 正 は 、 上 記 ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足
量 が 所 定 の 量 よ り 小 さ い 時 に は 、 そ の ス ト ロ ボ 発 光 の 不 足 量 が 大 き く な る に 従 っ て 、 上 記
露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 の 値 が 大 き く さ れ る 。

第 １ ０ の 態 様 で は 、 第 ６ の 態 様 で あ っ て 、 上 記 マ イ ナ ス 補 正 は 、 被 写 体 が 逆 光 状 態 で あ
る と 判 定 さ れ た 際 に 上 記 露 光 量 の マ イ ナ ス 補 正 が 行 わ れ る 。

カ メ ラ に お い て 効 果 的 な 「 日 中 シ ン ク ロ 撮 影 」
を 実 現 す る こ と
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